
財
団
法
人
建
材
試
験

セ
ン
タ
ー

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅

場
町
二
丁
目
九
番
八
号

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅

場
町
二
丁
目
九
番
八
号
友

泉
茅
場
町
ビ
ル

平
成
十
二
年
十
月
三
日

財
団
法
人
日
本
住

宅
・
木
材
技
術
セ
ン

タ
ー

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目

二
番
十
九
号

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目

二
番
十
九
号
ア
ド
レ
ス
ビ

ル

平
成
十
二
年
十
月
三
日

財
団
法
人
建
築
環

境
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

機
構

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五
相
互
二
番
町
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ

平
成
十
二
年
十
月
三
日

指

定

試

験

機

関

試
験
の
業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地

試
験
の
業
務
の
開
始
の
日

名

称

住

所

財
団
法
人
ベ
タ
ー
リ

ビ
ン
グ

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五
相
互
二
番
町
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ

平
成
十
二
年
八
月
一
日

財
団
法
人
日
本
建
築

セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁

目
二
番
二
号

一

東
京
都
港
区
虎
ノ
門

三
丁
目
二
号
第
三
十
森

ビ
ル

平
成
十
二
年
八
月
一
日

二

大
阪
府
大
阪
市
中
央

区
常
盤
町
一
丁
目
三
番

八
号
中
央
大
通
り
Ｆ
Ｎ

ビ
ル

財
団
法
人
日
本
建
築

総
合
試
験
所

大
阪
府
吹
田
市
藤
白
台
五

丁
目
八
番
一
号

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南

新
町
一
丁
目
二
十
三
番
八

号
ヤ
マ
ハ
ラ
ビ
ル

平
成
十
二
年
十
月
三
日

財
団
法
人
建
材
試
験

セ
ン
タ
ー

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅

場
町
二
丁
目
九
番
八
号

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅

場
町
二
丁
目
九
番
八
号
友

泉
茅
場
町
ビ
ル

平
成
十
二
年
十
月
三
日

財
団
法
人
建
築
環

境
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

機
構

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五
相
互
二
番
町
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ

平
成
十
二
年
十
月
三
日

中
央
指
定
試
験
機
関

一
級
建
築
士
試
験
事
務
を
行

う
事
務
所
の
所
在
地

一
級
建
築
士
試
験
事
務
の

開
始
の
日

名

称

住

所

財
団
法
人
建
築
技
術

教
育
普
及
セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
赤
坂
六
丁

目
十
一
番
一
号

東
京
都
港
区
赤
坂
六
丁
目
十

一
番
一
号

昭
和
五
十
九
年
二
月
一
日

試

験

を

実

施

す

る

者

試

験

の

名

称

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及

セ
ン
タ
ー

東
京
都
港
区
赤
坂
六
丁
目
十
一
番
一
号

建
築
設
備
士
試
験

平成˜š年š月š—日 金曜日 (号外第�š号)官 報

２

指
定
住
宅
型
式
性
能
認
定
機
関
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
名
称
及
び
住
所
、
認
定
等
の
業
務

を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
認
定
等
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

第
三
章
第
二
節
中
第
八
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
試
験
機
関
）

第
八
十
二
条
の
二

指
定
試
験
機
関
の
う
ち
、
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
の
名
称
及
び
住

所
、
試
験
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
試
験
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

指
定
試
験
機
関
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
名
称
及
び
住
所
、
試
験
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の

所
在
地
並
び
に
試
験
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報
で
告
示
す
る
。

（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
七
条
の
十
三
」
を
「
第
十
七
条
の
十
四
」
に
、「
第
二
章
の
二

工
事
監
理
報
告
書
（
第
十
七
条
の

十
四
）」を
「
第
二
章
の
二

工
事
監
理
報
告
書
（
第
十
七
条
の
十
五
）

第
二
章
の
三

建
築
設
備
士
（
第
十
七
条
の
十
六
・
第
十
七
条
の
十
七
）

第
二
章
の
四

講
習
（
第
十
七
条
の
十
八
）

」
に
改
め
る
。

第
二
章
の
二
中
第
十
七
条
の
十
四
を
第
十
七
条
の
十
五
と
す
る
。

第
十
七
条
の
十
三
中
「
法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
、
法
第
十
五
条
の
十
三
第
二
項
」
を
「
法
第
十
五

条
の
十
三
第
二
項
」
に
、「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、「
で
告
示
す
る
」
を
「
に
掲
載
す
る
」
に
改
め
、
第
二
章
中
同

条
を
第
十
七
条
の
十
四
と
す
る
。

第
二
章
中
第
十
七
条
の
十
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
中
央
指
定
試
験
機
関
）

第
十
七
条
の
十
三

中
央
指
定
試
験
機
関
の
名
称
及
び
住
所
、
一
級
建
築
士
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
一
級
建
築
士
試
験
事
務
の
開
始
の
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。

第
二
章
の
三

建
築
設
備
士

（
建
築
設
備
士
）

第
十
七
条
の
十
六

法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
建
築
設
備
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
（
以
下
「
建
築
設
備
士
」
と
い
う
。）は
、国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
満
た
し
、

か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

イ

建
築
設
備
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
の
試
験
と
し
て
国
土

交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

ロ

過
去
五
年
以
内
に
建
築
設
備
に
関
す
る
技
術
水
準
の
向
上
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を

修
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
講
習
を
修
了
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
前
号
の
試
験
に
合
格
し
た
後
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
者

２

前
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
試
験
の
指
定
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
実
施
す

る
試
験
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
試
験
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
試
験
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
試
験
の
適
正
か
つ

確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
試
験
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能

力
が
あ
る
こ
と
。

三

試
験
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
試
験
が
不
公
正
に
な
る
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
。

３

第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
試
験
を
実
施
す
る
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

並
び
に
試
験
の
名
称
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
講
習
の
指
定
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
が
実
施

す
る
講
習
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
講
習
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
講
習
の
適
正
か
つ

確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
講
習
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能

力
が
あ
る
こ
と
。

šœš


